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〒556-0014 

大阪府大阪市浪速区大国 3-12-18 

電話 06-6567-9838 

E-mail：info@onjls.com 

  



１．コース、授業時間案内 

 

コース 入学期 学習期間 願書受付期間 定員 

進学 2年コース 4月 2年 前年 7月～11月末 40名 

進学 1年 6か月コース 10月 1年 6か月 4月～5月末 40名 

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。 

※クラスは午前のみの半日制です。 

 

 授業時間 

１コマ目 09:20～10:05 

 5分休憩 

２コマ目 10:10～10:55 

 10分休憩 

３コマ目 11:05～11:50 

 5分休憩 

４コマ目 11:55～12:40 

 

２．応募資格 

 

１）母国あるいは外国において 12年間の学校教育を修了した者 

２）日本留学に必要な学費生活費を確実に負担する者がおり、その者の資産形成過程 

を資料で証明できる者 

３）日本の専門学校への進学を目指す者 

４）日本国の法律及び当校の学則を守り、真面目に日本語学習に取り組むことができ 

る者 

５）当校の理念である「社会と教室の隔てがない日本語学校」に理解でき、目指す学 

生像である「学んだ日本語を用いて自分らしさを発揮できる学生」、「学んだ日本 

語を用いて社会の一員として周りの人々と関係を構築できる学生」、「協働的な学 

び、自律的な学びができる学生」に共感できる者 

６）授業外の時間に、地域交流やできる！活動、個人面談を行うことに同意し参加で 

きる者 

７）申請時の日本語能力が以下のレベルに相当する者 

 

進学 2年コース（4月入学） 

日本語教育の参照枠 A1（JLPTの N5相当以上または日本語学習時間 150時間以上） 

進学 1年 6か月コース（10月入学） 

日本語教育の参照枠 A2（JLPTの N4相当以上または日本語学習時間 300時間以上） 

 



３．選考方法 

 

各コースの願書受付期間に、必要書類をご提出ください。書類審査、入学試験及び面 

接にて選考します。 

 進学 2年コースは A1の基礎から勉強を始めるコースです。 

 進学 1年 6か月コースは A2に達している学生を対象に、B1から勉強を始めるコース 

です。 

本校は「言語知識の量」ではなく、「言語知識の運用力」、つまり「学習した日本語を 

用いて何ができるか」を基に教育課程を編成しています。 

そのため、入学希望者の「学習した日本語を用いて何ができるか」を測定する目的 

で、以下の入学試験を実施します。 

 

 入学試験（進学 2年コース） 

目的 初級レベルを受けるのに必要な日本語力を有しているかの測定 

試験科目 「話す（やりとり）」 「話す（発表）」 「聞く」 「読む」 「書く」 

試験内容 

教員と学生による 

1 対 1 のインタビュー

試験 

学生のスピーチ 聴解試験 読解試験 作文 

実施時間 5 分～10 分程度 10 分 20 分 30 分 30 分 

 

 入学試験（進学 1年 6か月コース） 

目的 中級Ⅰレベルを受けるのに必要な日本語力を有しているかの測定 

試験科目 
「話す 

（やりとり）」 
「話す（発表）」 「聞く」 「読む」 「書く」 

試験内容 

教員と学生による 

1 対 1 のロールプレイ

試験 

学生のスピーチ 聴解試験 読解試験 作文 

実施時間 10 分～20 分 10 分 25 分 30 分 30 分 

 

  



４．必要書類 

 

申請者に関する書類 

１．カラー写真 6枚（縦 4cm×横 3cm）※最近 3か月以内に撮影し、無修正のもの 

２．入学願書・履歴書・理由書（本校所定書式） 

３．最終学歴の卒業証書原本又は卒業見込証明書 

４．最終学校の成績（全学年）の証明書 

５．日本語学習証明書（進学 2年コース：150時間以上） 

（進学 1年 6か月コース：300時間以上） 

または 

日本語レベル試験成績証明書（進学 2年コース：JLPT-N5相当以上） 

             （進学 1年 6か月コース：JLPT-N4相当以上） 

６．在職証明書（該当者のみ） 

７．出生証明書、戸籍謄本 

８．パスポートのコピー（所有の方のみ） 

９．身分証のコピー 

１０．その他、本校が請求するもの 

 

経費支弁者に関する書類 

１．経費支弁書（本校指定書式） 

２．支弁者と本人との関係を立証する書類 

３．預金残高証明書 

４．資金形成過程説明書（過去 3年間の銀行取引明細など） 

５．在職証明書（個人経営の場合は営業許可書の写し） 

６．納税証明書（過去 3年間） 

 

５．納入金 

 

本校による書類選考及び入国管理局による在留資格の審査が終了し、在留資格認定証明

書が発行された場合、入学許可書をお渡ししますので、入学時納入金を指定口座にお振込

みください。払込証明書と引き換えに在留資格認定証明書をお渡しいたします。 

 

  



進学 2年コース 

 入学時 

4月～3月（12か月） 

入学 1年後 

4月～3月（12か月） 

合計 

入学金 50,000 - - 

授業料 655,000 655,000 - 

教材費 43,000 20,000 - 

課外活動費 20,000 20,000 - 

保険料 10,000 10,000 - 

健康管理費 5,000 5,000 - 

施設費 15,000 15,000 - 

設備費 15,000 15,000 - 

合計 813,000 740,000 1,553,000 

 

進学１年 6か月コース 

 入学時 

10月～9月（12か月） 

入学 1年後 

10月～3月（6か月） 

合計 

入学金 50,000 - - 

授業料 655,000 327,500 - 

教材費 40,000 0 - 

課外活動費 20,000 10,000 - 

保険料 10,000 5,800 - 

健康管理費 5,000 5,000 - 

施設費 15,000 7,500 - 

設備費 15,000 7,500 - 

合計 810,000 363,300 1,173,300 

 

納入金以外にかかる費用は以下の通りです。 

 

項目 金額 

印鑑代 ※1 ￥1,000 

日本語能力試験検定料 ※2 ￥7,500 

自転車代 ※3 ￥15,000程度 

携帯電話代 ※4 ￥5,000程度 

※1 日本で使用できる印鑑を既に持っている場合は不要です。 

※2 日本語能力試験は 1年間に 2回あります。1回受験するごとに￥7,500が必要です。 

※3 希望者のみ購入します。 

※4 別途、翌月以降の使用料（月額使用料の目安は 1,000円～3,000円程度）と端末代（購入希望者の

み。端末代の目安は 30,000円～150,000円程度）が必要です。  



６．返金規定 

 

進学 2年コースまたは進学 1年 6か月コースを中途でやめる場合、特定商取引法第 49条

中途解約の規定に従って返金します。 

１ 入学前に辞退した場合 

（１）15,000円を差し引いた額を学生本人または経費支弁者に返金します。 

２ 入学後に辞退した場合 

（１）授業料、施設費、設備費の費用に関しては按分し、それ以外の費用に関しては 

実費で使用した分を除き返金します。その場合、5万円又は学費の残額の 20％ 

に相当する額のいずれか低い額を除いた金額を学生本人または経費支弁者に返 

金します。 

 

７．出願から入学までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

書類の提出 

選考 

入管申請 

「在留資格認定証明書」交付 

「入学許可証」発行 

「入学許可証」発行 

納入金のお支払い 

日本国在外公館にて留学ビザ申請 

日本入国 



８．設備利用等 

学校の図書と wifiの利用は無料です。印刷は全用紙サイズ 1枚 10円で利用できます。 

 

９．学校行事 

課外活動、季節ごとのイベント等を企画しています。 

 

１０．アルバイト 

出入国在留管理局から資格外活動許可を受けたうえで、週 28 時間以内で行うことができ

ます。本校が定める長期休暇期間中は 1日 8時間以内、1週間に 40時間以内です。 

授業後、できる！活動、地域交流、面談や補習授業等があるので、授業のある日、アルバ

イトは 14時から働くことができます。14時より早い時間から働くことは、学校のルールで

禁止されています。また、深夜バイト（夜 10時以降の労働）も禁止です。 

また、事前に予定表等でお知らせした上で、授業外の時間に、進学指導やオリエンテーシ

ョン等が行われます。その時は、学業を優先して、アルバイトを減らさなければなりません。

一般的に、1週につき 28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は、（税引き前で）

月 8万円から 11万円程度です。 

資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合、退去強制された

り在留期間の更新が認められず、学業の継続ができなくなる場合がありますので注意が必

要です。したがって、日本で安定した留学生活を送るためには、これらのことを念頭に資

金計画を立てる必要があります。なお、学費・生活費の全額をアルバイトで賄うというこ

とは認められません。（出典：出入国在留管理庁ホームページ https://www.moj.go.jp/ 

isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html） 

 

１１．生活費について 

 生活費は以下の例のように、最低でも毎月 9万円程度かかります。アルバイトで月に得ら

れる収入は、（税引き前で）月 8万円から 11万円程度ですので、本国に送金できるほどの余

裕はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．住居について 

 日本に入国後、近隣のシェアハウスや単身用アパートの物件を紹介し、契約等のサポート

項目 金額 

家賃（シェアハウス） ￥35,000 

食費 ￥30,000 

携帯代 ￥5,000 

光熱費 ￥8,000 

その他 ￥10,000 

合計 ￥88,000 



をします。家賃は、シェアハウスは月 3 万 5000 円程度、単身用アパートは月 5 万円程度が

目安です。個人契約となるため、卒業後も住み続けることが出来ます。 


